
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 WRO Japan

1 事業の成果

年初より世界中に及んだ新型コロナウイルス感染拡大は、WROの活動にも大きな影響をもたらした。

カナダでの開催を予定していた国際大会は中止となり、毎年 8月 末に開催していたWRO Japan決 勝大

会も、やむなく開催を中止した。

しかしながら、外出自粛要請や休校措置が取られた中でも、科学技術体験の場 。挑戦の場を提供すべく、

新規の取り組みとして、「R・Sports Ch山ぬp」 を公式サイ ト上で開催した。毎月公式サイ ト上でオリン

ピック競技を想定したミッションを掲載し、子ども・おとなを問わずそのミッションをクリアするロボ

ットを作成し、成果を公式サイ トにアップして公開する、というものである。これはのべ約 500チーム

が参加 し、ある企業ではインターンシッププログラムの課題のひとつに採用するなど、広い世代・環境

において 「楽しみながら体験し、挑戦する場」を提供することができた。

例年の競技会についても、「WR0 2021 Japan決勝大会 on the WEB」 と称したオンラインでの大会を

開催 し、約 260チームのエントリーがあった。オープンカテゴリーでは、より参加しやすくなるよう、

従来のロボット作成とプレゼンテーションのほか、アイデアを発表する「提案型」を設け、プレゼンテ

ーションを英語でおこなう「グローバル型」という部門も追加した。「グローバル型」では、フィリピン

のWRO国際審判が審査員の一人として審査をおこなった。

教育シンポジウムにおいては、(公財)セ コム科学技術振興財団の助成事業として、12月 に 7件の事例

発表と、トーヨーカネツ株式会社の による「生活の変化に適応する物流センター ～小日 多

頻度 時間指定～」と題 した基調講演、株式会社卜畳IInわrmtbnd Educatbnの による

ワークショップ「プロックの組み立てを英語で説明・表現しよう !」 をオンラインで開催 した。発表者・

聴講者から「オンラインで参加しやすかった」との声をいただいたこともあり、今後のよりよいシンポ

ジウムの開催に向けて、改めて考え直すきっかけとなった。

普及啓発事業では、認定 NⅨD法人サービスグラントの助成事業「プロポノプロジェクト」に採択され、

住友商事いの社会貢献事業チームとの協働で、主に企業をターゲットとしたスポンサー営業資料として

の「WRO Japan概要パンフレット」を作成した。次年度はこのパンフレットを活用してより多くの方々

への周知をはかり、支援をしてもらえるよう活動していきたい。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業              (事 業費の総費用 【 2,801 1千 円)

定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 同時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受金
対象
ヨ
`́ロ

人数

事業費
(千円)

教育推進

教育的ロボット現技コンテスト
の開催(R‐Sp¨ G』mg0 令和 2年

5月 ～11月

オンライン 5名 ロボット製作、競技

に関心のある子 ど

もから大人まで

の ベ

700名 7



教育的ロボット競技コンテスト
の開催 (オンライン開催)

(WROJ"m ARC大会)

令和 2年

12月 5日

オンライン 10名 ロボット製作、競技

に関心のある 17歳

以上の学生 。指導者

約
名

30 6

勢師1層
ロボッ畷技コンテスト

(WROJTm決勝大会)

令和 2年

12月 12■ 3

日

オンライン 20名 ロボット製作、競技

に関心のある 17歳

以上の学生 。指導者

約
名

80
1,035

国内教育シンポジウムの

開催 (オンライン開催)

令和 2年

12月 5日

オンライン 10名 ロボッ ト教育に携

わる小中高教員、教

育学研究者、および

地域活動従事者

約
名

50
1,068

勝鯛婆套為象孵孫著
随時 オンライン 4名

WRO大会運営に携わ

る関係者

約
名

1 ∞
432

普及啓発

翁飛作蜜、弓亀ポ冗[破霧
要バンフレット作成

随時 オンライン 5名

不特定多数 藉蓼
数

253

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 0 1千円)



書式第 13号 (法第28条関係)

令和 2年度 活動計算書 (その他事業が上登場合)

事 業 報 告 用

WR0
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単位 :

受取寄附金
2

4

6

正会員受取会費
賛助会員受取会費

2,610,000
2.010.

1.000.000
1,αり,

9.547.951
0,54,,06,
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役員

2

給料手当
役員報酬
退職給付費用

難腋
鮮重

::_シ
".

綸料手当
退凛綸付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光黒費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
法定福利費
慶弔費
租税公課
業務委κ費
税理士凛問料
雑費
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書式第 15号 (法第 28条関係)

令和 2年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

WRO a特定非営利 an

金   

“

小訃・ 合計

5,007,999
240,000

0
228,000

5_475_000

0
166.780 166.780

2

2
ソフトウェア

3 その

現金預金
未収金
棚卸資産
前払費用

敷金
長期貸付金 0

1“ 7m

【A】 責 塵 合 計 ①+② 5.642,779

2

長期借入金
退職給付引当金

11,569,329

67.142
1.500,0()0

20,000
702,4010

13.858.871

8,000,000
0

8.αЮ.αЮ
21_850_871

-19198881

2982789
…16_216_002

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 5,642,779

‐
「 =I(1)有移■定賣丘 ~

車両運搬具
什器備品

未払金
預り金
前受金
前受会費

__土撞道壼税
了
:T7■
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16号 28

令和 2年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 WRO Japan

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NP O法人会計基準 (2010年 7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 NPO法 人会計基準協議
会)に よっています。

2.事業別損益の状況

科 目 教育推進事業 普及啓発事業 事業部門計 管理部門 合計
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47,520

108,322

122,186

250,600
431,981

157,841

2,300

141,651

19,272

138,187
0

0

0

715,000

422,415

0

0

0

243,130

0

0

56,960

0

0

108,390

0

65,223

0

14,720

1,650,000

31,128

653,675

2,160,000

0

7,051

705,500

109,560

8,250

47,520

108,822

179,146

250,600

431,981

266,231

2,300

206,874

19,272

152,907

1,650,000

31,128

653,675

2,875,000

422,415

7,051

705,500

109,560

251,380
2,548,105 252,800 2,800,905 5,570,457 8,371,362
2,548,105~~マ
覇市覇

252.田0~~¬
口価

2,800,905~~可
爾繭爾

10,830,457~~司
爾尋研―型曙器

1 経常収益
1・ 受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5_その他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
役員報酬
福利厚生費
人件費計

(2)その他経費
会議費
支払報酬・謝金
旅費交通費
広告宣伝費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
消耗品費
賃貸料
雑費
地代家賃
水道光熱費
法定福利費
業務委託費
国際登録費
慶弔費
租税公課
税理士顧間料
支払手数料
そのlEll経 費計

経常費用計

当期経常増減額

科 目 内訳 期首残高 当期支払 当 期未払 期末残高
株式会社アフレル 9,035,773 ｎ

）

〈
υ 9,035,773

未払金
特非)S鵬鏃肛 5,960,000 5,960,000 2,160,000 2,160,000

否
~可

11,195,773

3. :未払金の増減内訳



書式第17号 (法第28条関係)

令和2年度 財産目録

事 業 報 告 用

人 WRO J● an

4,092
4,972,070

193

31,644 5,007,999

2
1

パ コ

車両運搬具

外

品

現金預金
手元現金
みずほ銀行普通預金
みずほ銀行外貨預金

未収金
未収協賛金
前払費用

240,000
228,000 468,000

5.475.999

166.780 166.780
ｎ

）

〈
Ｕ

1(遮_71m

【A】 資 産 合 計 ①+② 5,642,779

270,468
103,088

9,035,773
2.160.000 11,569,329

】Eロ

.預 り金
源泉徴収税
法定福利費
前受金
前受会費
未払消費税

Mll■金」: ・・‐0

法人S“SA肛特定非営利活

未払金
1月 分給与
12月 分社会保険料
絆アフレル

7,610
59,532

1,500,000
20,000

702,400 2,289,542
13.050.871

【l

2

■

ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
■

長期借入金
政策金融公庫借入金 8,000,000 8,000,000

8_

【B… 1】 負 債 合 計 ③+④ 21.353.871

【B-2】 正 昧 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 -16.216.092
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書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿 J僣驚詰虐ぢ諾ぉJ蹂転t雲癬溜精1謡認二路
所菫

特定非営利活動法人  WR O Japan

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員―覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)氏   名

1

/ ＼

cヲ
・監事ヤマグチ トシハル 令和 2年 2月 1日

令和 3年  1月 31日

年 月

月

日

日年山口俊治

2

/~ヽ

燿ラ)・ 監事
カナイノリカネ 20令和 2年 2月 1日

令和 3年  1月 31日

年  月  日

年  月  日金井徳兼

3 監事

コバヤシヤスヒデ 令和 2年 2月 1日

令和 3年  1月 31日

年 月

月

日

日年小林靖英

4 ・ 監事

ハガタカオ 令和 2年 2月 1日

令和 3年  二月31日

令和 2年 2月 1日

令和 3年  1月 31日
羽賀孝夫

5
監事

ヨシノカズョシ 令和 2年 2月 1日

令和 3年  1月 31日

年  月  日

年  月  日吉野和芳

6
・ 監事

/.+/ I'€r 令和 2年 2月 1日

令和 3年  1月 31日

年

年

月   日

月   日羽根田智子

7
理事

ヤナギタカフミ
令和 2年 2月 1日

令和 3年  1月 31日

年

年

月

月

日

日柳 隆文

8 理事・監事
年

年

月

月

日

日

年  月  日

年   月   日

9 理事・監事
年

年

月   日

月   日

年  月  日

年  月  日

10 理事・監事
年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

/~｀ヽ

(1壁チ



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 〈社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法 WRO Ja an

氏   名 住 所 又 は 居 所

1
山口 像治

2 金井 徳兼

3 小林 靖英

4 羽賀 幸夫

5
吉野 和芳

6 羽根田 智子

7 横井 尚子

8 木村 博文

9 北野 順―

10 櫻澤 由里子

11

12


